
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業 

募集要領（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２ 



山形県みどり豊かな森林環境づくり推進事業募集要領対照表 

平成31年度 令和２年度 

第１ 【略】 

 

第２ 募集対象事業の要件及び区分等 

(1)～(7)【略】 

  (8)平成31年度内に完了する事業で 

あること。 

(9)３年を超えて実施される事業でな

いこと。ただし、次のいずれかに該

当する場合は、この限りではない。 

イ 中長期的な計画に基づくもの 

 

 

ロ 年々広がりを見せるもの 

ハ 実施主体の自助努力が認められ

るなどの発展性のある活動 

 

第３ 【略】 

 

第４ 【略】 

 

第５ 応募書類の提出及び審査の手続等 

１ 応募者は、平成31年１月７日（月）

午前10時から平成31年２月７日（木）

午後５時までに、郵送又は持参の方法

により、別記様式第１号による応募書

に別記様式第２号による事業提案書を

添えて、市町村又は事業の実施場所を

所管する総合支庁産業経済部森林整備

課森づくり推進室に提出するものとす

る。 

 ２～９【略】 

10【削除】 

 

 

第１ 【略】 

 

第２ 募集対象事業の要件及び区分等 

(1)～(7)【略】 

  (8)令和２年度内に完了する事業で 

あること。 

(9)３年を超えて実施される事業でな

いこと。ただし、次のいずれかに該

当する場合は、この限りではない。 

イ 中長期的な計画（市町村におい

ては、市町村里山再生アクション

プラン事業を含む）に基づくもの 

ロ 年々広がりを見せるもの 

ハ 実施主体の自助努力が認められ

るなどの発展性のある活動 

 

第３ 【略】 

 

第４ 【略】 

 

第５ 応募書類の提出及び審査の手続等 

１ 応募者は、令和２年１月６日（月）

午前10時から令和２年２月６日（木）

午後５時までに、郵送又は持参の方法

により、別記様式第１号による応募書

に別記様式第２号による事業提案書を

添えて、市町村又は事業の実施場所を

所管する総合支庁産業経済部森林整備

課森づくり推進室に提出するものとす

る。 

 ２～９【略】 

10 対象経費の合計金額に1,000円未満

の端数がある場合は、この端数を切り

捨てするものとする。 



 

 

10 次のいずれかに該当するときは、不

採択とし、又は採択を取り消すものと

する。 

(1) 虚偽の記載をした応募書類を提出

したと認められるとき 

(2) 審査の公平性に影響を与える行為

があったと認められるとき 

(3) 募集対象事業の適正な実施が困難

であると認められるとき 

(4) 第３各号に掲げる要件を欠くに至

ったと認められるとき 

 

第６ 留意事項 

本要領に基づく募集は、山形県の平

成31年度当初予算が成立することを前

提としており、本事業に係る予算の成

立をみなければ、事業提案を募集した

に留まり、いかなる効力も発生しな

い。 

 

第７ 【略】 

11 次のいずれかに該当するときは、不

採択とし、又は採択を取り消すものと

する。 

(1) 虚偽の記載をした応募書類を提出

したと認められるとき 

(2) 審査の公平性に影響を与える行為

があったと認められるとき 

(3) 募集対象事業の適正な実施が困難

であると認められるとき 

(4) 第３各号に掲げる要件を欠くに至

ったと認められるとき 

 

第６ 留意事項 

本要領に基づく募集は、山形県の令

和２年度当初予算が成立することを前

提としており、本事業に係る予算の成

立をみなければ、事業提案を募集した

に留まり、いかなる効力も発生しな

い。 

 

第７ 【略】 


